
　汚染行為の規制の概要

　海洋の汚染原因となる①油、有害液体物質等、有害水バラスト及び廃棄物の排出、②油、有害液体物質等

及び廃棄物の焼却、③船舶、海洋施設及び航空機の廃棄 (並びにNOX等の放出による大気汚染の防止) に
関する規制の概要は、次のとおりです。

1. 排出の規制
船舶からの 油の排出

  ●原則禁止
  ●緊急避難又は不可抗力的な場合は例外的に可能
  ●一定の条件に従った場合は可能

有害液体物質等の排出
  ●原則禁止
  ●緊急避難又は不可抗力的な場合は例外的に可能
  ●一定の条件に従った場合は可能
  ●特定の物質の排出については、 海上保安庁長官等による

   事前処理の確認を義務付け

　●バラスト水の管理
　 　●生物・菌類の数が基準以下の場合、排出可能

廃棄物の排出(埋立てを含む)

  ●原則禁止
  ●緊急避難又は不可抗力的な場合は例外的に可能
  ●一定の条件に従った場合は可能
  ●一定の条件に従った特定の物質の排出については、
　  海上保安庁長官による事前確認を義務付け
  ●廃棄物排出船は海上保安庁長官の登録を義務付け

油及び廃棄物の排出
  ●原則禁止
  ●緊急避難又は不可抗力的な場合は例外的に可能
  ●一定の条件に従った場合は可能

2. 焼却の規制
 船舶及び海洋施設における油、 有害液体物質等及び廃棄物の焼却

  ●有害な物質は禁止
  ●その他の物質は一定の条件に従って焼却
  ●特定の物質の焼却については、 海上保安庁長官による
    事前確認を義務付け
  ●特定の物質の焼却設備は、 国土交通大臣による検査を義務付け

3. 船舶等の廃棄の規制

  ●原則禁止
  ●一定の条件に従った場合は可能
  ●特定の船舶等の廃棄については、 海上保安庁長官による
　 事前処理を義務付け

4. 大気汚染の規制

窒素酸化物(NOX)、 硫黄酸化物(SOX)、二酸化炭素（CO2）及び揮発性有機化合物質等の放出
  ●国際大気汚染防止原動機証書(EIAPP 証書)の交付を受けた
    原動機の搭載
  ●燃料油の使用規制
  ●油タンカー、 ケミカルタンカー、 液体ガスばら積船からの
    揮発性有機化合物の放出禁止
  ●オゾン層破壊物質を含む材料と設備の新たな搭載の禁止
  ●二酸化炭素の放出抑制
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